
二の規定に基づき、輸送の安全を確保するための遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全

二　輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三　輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。








